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海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する達

昭和３８年１１月２９日

海上自衛隊達第１０９号

海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する訓令（昭和３８年海上自衛隊訓令第

１９号）第１条の規定に基づき、海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する達を

次のように定める。

海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する達

第１条 海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する訓令（昭和３８年海上自衛隊

訓令第１９号）に規定する海上幕僚長の指定するものは、別表に掲げる支援船以

外の支援船とする。

附 則

この達は、昭和３８年１２月１日から施行する。

附 則（昭和４０年５月１０日海上自衛隊達第２９号）（抄）

この達は、昭和４０年５月１０日から施行する。

附 則（昭和４１年３月２８日海上自衛隊達第１３号）

この達は、昭和４１年３月３１日から施行する。

附 則（昭和４１年４月１８日海上自衛隊達第１８号）

この達は、昭和４１年４月１８日から施行する。

附 則（昭和４２年３月２５日海上自衛隊達第１９号支援船の配属及び籍に

関する達の一部を改正する達附則第３項）（抄）

この達中「交通船２０６号２」に係る部分については昭和４２年３月２５日から、

「起重機船５号」に係る部分については昭和４２年３月２７日から、「えい船４４

号」及び「えい船４６号」に係る部分については昭和４２年３月２９日から、「え

い船４５号」に係る部分については昭和４２年３月２０日から、その他に係る部分

については昭和４２年３月３１日から施行する。

附 則（昭和４３年３月９日海上自衛隊達第８号）

この達は、昭和４３年３月３１日から施行する。

附 則（昭和４５年３月２日海上自衛隊達第１６号）（抄）

この達は、昭和４５年３月２日から施行する。

附 則（昭和４６年３月３０日海上自衛隊達第１６号）（抄）

この達は、昭和４６年３月３１日から施行する。

附 則（昭和４６年９月１３日海上自衛隊達第５１号）

海上自衛隊の居住する船舶の指定等に関する達
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この達は、昭和４６年９月３０日から施行する。

附 則（昭和４７年６月２８日海上自衛隊達第４６号）

この達は、昭和４７年６月２８日から施行し、同年３月３１日から適用する。

附 則（昭和４７年８月３１日海上自衛隊達第５９号）

この達は、昭和４７年９月１３日から施行する。

附 則（昭和４８年３月３０日海上自衛隊達第２６号）

この達は、昭和４８年３月３１日から施行する。

附 則（昭和４８年６月３０日海上自衛隊達第３６号）

この達は、昭和４８年７月２日から施行する。

附 則（昭和４８年８月２１日海上自衛隊達第４４号）

この達は、昭和４８年８月２４日から施行する。

附 則（昭和４８年９月７日海上自衛隊達第４６号）

この達は、昭和４８年９月１９日から施行する。

附 則（昭和４９年４月１８日海上自衛隊達第２６号）（抄）

この達は、昭和４９年４月１８日から施行し、同年３月３０日から適用する。

附 則（昭和４９年９月２６日海上自衛隊達第４３号）（抄）

この達は、昭和４９年９月３０日から施行する。

附 則（昭和５０年１２月１２日海上自衛隊達第３１号）

この達は、昭和５０年１２月１５日から施行する。

附 則（昭和５１年２月２７日海上自衛隊達第２号）

この達は、昭和５１年３月３１日から施行する。

附 則（昭和５１年１０月２９日海上自衛隊達第４１号）

この達は、昭和５１年１１月１８日から施行する。

附 則（昭和５２年２月１４日海上自衛隊達第４号）

この達は、昭和５２年３月３１日から施行する。

附 則（昭和５２年４月１６日海上自衛隊達第１３号）

この達は、昭和５２年４月１８日から施行する。

附 則（昭和５３年２月２７日海上自衛隊達第６号）（抄）

この達は、昭和５３年３月２０日から施行する。

附 則（昭和５５年３月１３日海上自衛隊達第５号）（抄）

この達は、昭和５５年３月１７日から施行する。

附 則（昭和５６年２月２５日海上自衛隊達第１１号）

この達は、昭和５６年３月１８日から施行する。

附 則（昭和５７年３月１０日海上自衛隊達第３号）

この達は、昭和５７年３月２７日から施行する。

附 則（昭和５８年１月２５日海上自衛隊達第２号）
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この達は、昭和５８年１月２７日から施行する。

附 則（昭和５８年３月１４日海上自衛隊達第１０号）

この達は、昭和５８年３月３０日から施行する。

附 則（昭和５８年４月５日海上自衛隊達第１９号）

この達は、昭和５８年４月５日から施行する。

附 則（昭和５９年１月１２日海上自衛隊達第２号）（抄）

この達は、昭和５９年１月２６日から施行する。

附 則（昭和５９年３月１６日海上自衛隊達第６号）

この達は、昭和５９年３月３０日から施行する。

附 則（昭和６１年３月１７日海上自衛隊達第５号）

この達は、昭和６１年３月１７日から施行する。

附 則（昭和６１年５月２３日海上自衛隊達第１１号）（抄）

この達は、昭和６１年５月２４日から施行する。

附 則（昭和６１年１２月８日海上自衛隊達第１７号）

この達は、昭和６１年１２月１６日から施行する。

附 則（昭和６２年３月２０日海上自衛隊達第６号）

この達は、昭和６２年３月２４日から施行する。

附 則（昭和６２年９月１日海上自衛隊達第２０号）

この達は、昭和６２年９月７日から施行する。

附 則（昭和６３年３月２日海上自衛隊達第８号）

この達は、昭和６３年３月１０日から施行する。ただし、改正規定中てうり及び

むろつに係る部分は、同月２３日から、敷設船４号に係る部分は同月３１日から施

行する。

附 則（平成元年２月１３日海上自衛隊達第１号）

この達は、平成元年３月３日から施行する。ただし、別表の改正規定中敷設船２

号に係る部分は、同月２４日から施行する。

附 則（平成元年１０月２０日海上自衛隊達第３７号）

この達は、平成元年１１月１７日から施行する。

附 則（平成元年１１月１５日海上自衛隊達第３９号）

この達は、平成元年１１月２９日から施行する。

附 則（平成２年４月２７日海上自衛隊達第１３号）

この達は、平成２年５月１４日から施行する。

附 則（平成２年６月１１日海上自衛隊達第１８号）

この達は、平成２年６月１５日から施行する。

附 則（平成２年９月２７日海上自衛隊達第２８号）

この達は、平成２年１１月２８日から施行する。
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附 則（平成４年３月６日海上自衛隊達第８号）

この達は、平成４年３月１２日から施行する。

附 則（平成４年６月４日海上自衛隊達第２５号）

この達は、平成４年６月１９日から施行する。

附 則（平成４年１１月２０日海上自衛隊達第３５号）

この達は、平成４年１１月２４日から施行する。

附 則（平成５年２月３日海上自衛隊達第１号）

この達は、平成５年２月９日から施行する。

附 則（平成５年３月１５日海上自衛隊達第４号）

この達は、平成５年３月２５日から施行する。

附 則（平成５年１１月８日海上自衛隊達第２５号）

この達は、平成５年１１月９日から施行する。

附 則（平成６年４月２８日海上自衛隊達第１２号）

この達は、平成６年５月９日から施行する。

附 則（平成７年３月６日海上自衛隊達第３号）

この達は、平成７年３月１０日から施行する。

附 則（平成７年３月２８日海上自衛隊達第９号）

この達は、平成７年３月３０日から施行する。

附 則（平成８年２月２８日海上自衛隊達第７号）

この達は、平成８年３月１日から施行する。

附 則（平成９年２月５日海上自衛隊達第５号）

この達は、平成９年２月２１日から施行する。ただし、むづきに係る部分につい

ては同月２７日から施行する。

附 則（平成９年３月１３日海上自衛隊達第９号）

この達は、平成９年３月３１日から施行する。

附 則（平成１０年５月１５日海上自衛隊達第１８号）

この達は、平成１０年５月１８日から施行する。ただし、よこせに係る部分につ

いては同月２９日から施行する。

附 則（平成１１年３月２９日海上自衛隊達第７号）

この達は、平成１１年３月２９日から施行する。

附 則（平成１２年３月２２日海上自衛隊達第１５号）

この達は、平成１２年３月３１日から施行する。

附 則（平成１３年６月２６日海上自衛隊達第３５号）

この達は、平成１３年７月１３日から施行する。

附 則（平成１４年１月２５日海上自衛隊達第３号）

この達は、平成１４年１月２５日から施行する。
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附 則（平成１４年３月１４日海上自衛隊達第１２号）

この達は、平成１４年３月２０日から施行する。

附 則（平成１４年５月１３日海上自衛隊達第３３号）

この達は、平成１４年５月２３日から施行する。

附 則（平成１５年１月１７日海上自衛隊達第１号）

この達は、平成１５年３月１４日から施行する。

附 則（平成１７年６月７日海上自衛隊達第２６号）

この達は、平成１７年８月２日から施行する。

附 則（平成２８年３月１８日海上自衛隊達第４号）

この達は、次に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第１条の規定 平成２８年３月２２日

⑵ 第２条の規定 平成２８年３月３１日

附 則（令和４年４月２１日海上自衛隊達第３１号）

この達は、令和４年４月２２日から施行する。

附 則（令和４年７月２１日海上自衛隊達第３４号）

この達は、令和４年７月２２日から施行する。
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別 表

種 別 名 称

油 槽 船 １ 号

油 槽 船

油 槽 船 ２ 号

水中処分母船１号

水中処分母船２号

水中処分母船

水中処分母船３号

水中処分母船４号

水中処分母船５号

水中処分母船６号

練 習 船 １ ３ 号

練 習 船

練 習 船 １ ４ 号


